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長野県告示第217号

　病院内保育所運営事業費補助金交付要綱（昭和50年長野県告示第87号）の一部を次のように改正し、令和８年度の補助金

から適用します。

　　令和８年５月18日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　第３の表中「180,800円」を「237,400円」に、「23,410円」を「30,750円」に、「187,560円」を「278,340円」に、「20,720円」を「27,210

円」に、「10,670円」を「14,760円」に、「11,630円」を「15,270円」に改める。

　様式第５号中

「
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を
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」

に改める。
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　様式第８号中
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長野県告示第216号

　令和８年６月18日、長野県議会定例会を長野市に招集します。

　　令和８年５月18日

	 長野県知事　阿　部　守　一

財　政　課

医師・看護人材確保対策課
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長野県告示第218号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定により、次のとお

り指定自立支援医療機関の指定を次のとおり行いました。

　　令和８年５月18日

	 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 指定した年月日

けんたろう脳神経外科 千曲市鋳物師屋403－２ 令和８年５月１日

青い鳥薬局　寿店 松本市寿中一丁目43番３－４号 令和８年５月１日

コスモファーマ佐久南薬局 佐久市中込404－３ 令和８年５月１日

さくら薬局　長野東口店 長野市大字栗田1660番地 令和８年５月１日

さくら薬局　長野檀田店 長野市檀田２－16－７ 令和８年５月１日

さゆり薬局 長野市大字若槻東条1087－５ 令和８年５月１日

スギ薬局　南松本店 松本市井川城３丁目６番22号 令和８年５月１日

マーシー稲田薬局 長野市稲田１－39－１ 令和８年５月１日

訪問看護ステーション八ヶ岳 諏訪郡原村17217番地1359 令和８年５月１日

訪問看護ステーションわらわ 安曇野市穂高8307－３ 令和８年５月１日

疾病・感染症対策課

長野県告示第219号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定により、次のとお

り指定自立支援医療機関の指定の辞退がありました。

　　令和８年５月18日

	 長野県知事　阿　部　守　一

精神通院医療

　　　医療機関の名称 　　　所　　在　　地 辞退年月日

角大薬局 長野市大字南長野新田町1465 令和８年４月30日

疾病・感染症対策課

長野県告示第220号

　長野県収入証紙条例（昭和39年長野県条例第58号）第16条第２項の規定により、令和８年５月11日、次の売りさばき人の

指定を取り消しました。

　　令和８年５月18日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

売りさばき人の氏名（名称） 住　　　所 売りさばき場所

一般社団法人全国軽自動車協会連
合会長野事務所

長野県長野市西和田一丁目38番２
号

長野県長野市西和田一丁目38番２号
一般社団法人全国軽自動車協会連合会長
野事務所

会　計　課


